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新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合がありますのでご了承ください

催し・講座催し・講座
消 費 生 活 セ ン タ ー

【①くらしに役立つ学習会～身近な
介護の体験談を聞く　自著「最高の
死に方はそんなに難しくないみた
い」より】
　訪問看護師として２０００人のラス
トステージに寄り添った講師による
豊富な体験談を聞き、今後の介護に
生かします。
日４月２２日㈭午前１０時～正午
講きららグループＣＥＯ・刑部登志子
氏
定２０人（申し込み順）

【②くらしに役立つテスト教室～冬
物衣料の手入れ　ダウンジャケット
を洗おう！】
　洗濯方法・干し方・収納方法につい
て学びます。
日４月２６日㈪午前１０時～正午
講町田友の会　衣グループ
定８人（申し込み順）
費１００円（洗剤代等）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申①４月１５日まで②４月２日正午～
１９日に、イベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスコード①
２１０３３１Ａ②２１０４０２Ｂへ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順

に各３人）は、①４月８日まで②４月１２
日までに併せて申し込みを。
問同センター☎☎７２５・８８０５
ハローワーク町田・八王子・相模原
合同

介護・福祉　相談面接会
　介護・福祉業界で、正社員・パート
等で働きたい方の合同相談面接会を
開催します（未経験者も歓迎）。毎回、
市内の事業所が７社参加します。
※参加する事業所は毎月変わりま
す。
対１８歳以上の社会人の方
日４月２１日、５月１９日、６月１６日、７
月２１日、９月１５日、いずれも水曜日
午前９時３０分～正午
場ハローワーク町田本庁舎
定各１５人（申し込み順）
申事前に電話で町田市介護人材バン
ク（☎☎８６０・６４８０、受付時間＝祝休
日を除く月～金曜日の午前９時～午
後５時）へ。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

フ ッ ト パ ス で 鶴 川 の 
魅 力 を 再 発 見
　鶴川地区は、緑豊かな雑木林、里山
や道端の風情など、昔ながらの多摩
丘陵の面影が今も色濃く残っていま
す。いくつもの小さな丘陵や谷戸が
折り重なる鶴川地区の魅力を、フッ

トパスを使いながら、農業振興課北
部・里山担当の職員が紹介します。
日４月２１日㈬午前１０時～１１時、午
後１時～２時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
定各２５人（先着順）
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

知 財 無 料 相 談 会
　知的財産（知財）に関する悩みを弁
理士に相談できます。対面相談とオ
ンライン相談のどちらも可能です。
日４月８日、５月１３日、６月１０日、７月
８日、８月１２日、９月９日、いずれも木
曜日、午後１時から、午後２時から、午
後３時から（各５０分程度）
場町田新産業創造センター
定各３社（申し込み順）
申同センターホームペ
ージ（右記二次元バー
コード）で申し込み。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６
かしの木山自然公園

自 然 観 察 会
【春の生きもの】
　春のいきものを観察します。
日４月１８日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園管理事務所前です。
※駐車場はありません。
問同公園☎☎７２４・１６６０

国際版画美術館
版 画 体 験 イ ベ ン ト

【リトグラフで＃映える風景画を刷
ろう！】
　ローラーを転がして版にインクを
のせ、プレス機で刷るリトグラフで
す。版の絵柄は、企画展「＃映える風
景を探して」の出品作から用意しま
す。１８世紀から続く版画技法の刷り
を体験してみませんか。
※未就学児１人につき保護者１人の
付き添いが必要です（小学生は子ど
ものみの参加も可）。
日５月１日㈯、午前１０時３０分から、午
前１０時４５分から、午前１１時から、午
前１１時１５分から、午前１１時３０分か
ら、午後１時１５分から、午後１時３０分
から、午後１時４５分から、午後２時か
ら、午後２時１５分から、午後２時４５分
から、午後３時から、午後３時１５分か
ら、午後３時３０分から、午後３時４５分
から
※各回１５分です（いずれも同一内
容）。
場同館
講アーティスト・櫻井想氏
定各２人（申し込み順）
費５００円
申４月７日正午～１９日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０４０７Ｈへ（申し込み
は１人１回、２人まで）。
問同館☎☎７２６・２８８９

　市では、市内事業者の皆さんに活
用いただける各種支援制度を用意し
ています。申請書類等の詳細は、町田
市ホームページをご覧ください。

補助制度

新商品・新サービス開発 
への補助（拡充）

対市内の中小企業者（３か月以上事
業を営んでおり、市税を完納してい
ること）
補助対象事業対象者が単独または他
企業と連携して行う、新たな商品・サ
ービスの開発及び実証実験
※交付決定日から２０２２年２月２８日
までに実施するもの。
補助対象経費新商品・新サービスの
開発経費及び実証実験経費
補助率及び補助上限額補助対象経費
の２分の１（上限２００万円）
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、５
月３１日（必着）までに直接または郵
送で産業政策課（市庁舎９階）へ。

産業見本市出展への 
補助（拡充）

対市内の中小企業者（１年以上事業
を営んでおり、市税を完納している
こと）
補助対象事業２０２２年３月３１日まで
に、国内、国外またはオンラインで開
催される見本市・展示会等に出展す
る事業（一部を除く）
補助対象経費国内の場合＝主催者へ
支払う出展料＋コンテンツ作成委託

料（補助上限額３０万円）、国外の場合
＝出展料＋コンテンツ作成委託料
（補助上限額３０万円）、オンラインの
場合＝外国語表記のコンテンツ作成
委託料（補助上限額２０万円）
補助率一般事業者＝２分の１以内、小
規模事業者＝３分の２以内、町田市ト
ライアル発注認定事業者が認定商品
をＰＲするために出展する場合＝４分
の３以内
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、事
業開始前までに直接または郵送で産
業政策課（市庁舎９階）へ。

特許権等の産業財産権取得 
への補助

対市内の中小企業者（１年以上事業
を営んでおり、市税を完納している
こと）
補助対象事業２０２２年３月３１日まで
に終了する次のいずれかの事業　　
①特許権・実用新案権・意匠権・商標
権の出願②特許出願にかかる出願審
査請求
補助対象経費及び補助率①の場合＝
出願印紙代全額と出願にかかる弁理
士手数料の２分の１の額を合計した
額（上限１０万円、ただし商標権は５万
円）、②の場合＝特許出願審査請求印
紙代全額と出願にかかる弁理士手数
料の２分の１（上限２万５０００円）の額
を合計した額（上限１０万円）
※小規模事業者の、出願にかかる弁
理士手数料の補助率はいずれも３分
の２の額となります。
※早期審査請求や電子申請等に係る
弁理士に支払う手数料は補助対象外

です。
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、事
業開始前までに直接または郵送で産
業政策課（市庁舎９階）へ。

事業承継への補助
対次のすべての要件を満たす中小企
業者　①市内に本社がある②１年以
上事業を営んでいる③市税を完納し
ている
※個人事業主は対象外です。
※事前に実施計画について、「町田市
事業承継推進ネットワーク」の確認
を受けていることが要件となりま
す。
補助対象経費２０２２年３月１５日まで
に実施する、次のいずれかの事業に
係る経費　①専門事業者によるコン
サルティング等を受ける事業②専門
事業者にＭ＆Ａの仲介を委託する事
業
※予算上限に達した場合、その時点
で受け付けを終了します。
補助率及び補助上限額対象経費の２
分の１（上限５０万円）
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、
１１月３０日まで（必着）に直接または
郵送で産業政策課（市庁舎９階）へ。

認定事業
【町田市トライアル発注認定制度】
　市内事業者が開発する新規性の高
い優れた商品・サービスの信用力向
上や販路拡大を支援するため、「町田
市トライアル発注認定制度」により、

一定の基準を満たした商品及び開発
した事業者を認定しています。
　認定された商品は、市が作成する
「認定商品カタログ」や広報まちだ、
町田市ホームページ等に掲載しま
す。また、認定期間中は市の中小企業
融資制度や産業見本市出展支援事業
においても優遇を受けることができ
ます。
対市内の中小企業者（１年以上事業
を営んでおり、市税を完納している
こと）
認定基準次の要件をすべて満たす商
品であること　①申請時点で、販売
開始から５年以内である②既存の商
品とは別個の範

はん

疇
ちゅう

に属するものであ
るか、同一の範疇に属しても著しく
異なる使用価値を有するため、実質
的に別個の範疇に属すると認められ
る③技術の高度化、経営能率の向上、
市民生活の利便の増進に寄与すると
認められる④生産方法、必要な資金
額、資金調達方法が、事業者の新たな
事業分野開拓のために適切なもので
ある
※食品並びに医薬品、医薬部外品及
び化粧品を除きます。
認定期間認定された日から２０２４年
３月３１日まで
審査方法専門機関による書類審査及
び「町田市トライアル発注認定制度
選考懇談会」での学識経験者等によ
る意見聴取（事業者プレゼンテーシ
ョン有り）
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、５
月３１日（必着）までに直接または郵
送で産業政策課（市庁舎９階）へ。

町田市のお得な制度を活用しませんか　市内事業者への支援制度 問産業政策課☎☎７２４・３２９６


